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南越前町条例第２２号 

 

 

 

南越前町議会基本条例 
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附則 

 

福井県の中央部に位置する南越前町は、嶺北と嶺南を結ぶ結節点として

古くから北陸と近畿を結ぶ交通の要衝であり、高速道路や国道、鉄道が町

を貫き、地域間交流を支えてきた。  

また、先人から受け継いだ歴史と文化を有し、自然豊かな里山と共に暮

らす地域の営みが色濃く残されている。 

しかしながら、少子高齢化や人口減少、脱炭素化や人工知能の急速な普

及による産業再編の動き、公共施設・生活基盤の老朽化、気候変動による

災害リスクの増大、更には行政需要の高度化・複雑化など、町を取り巻く

環境は大きく変化している。 

未来を担う子どもたちに誇れる南越前町を引き継ぐため、町民とともに

課題を克服し、新たな時代を切り拓いていかなければならない。 

議会は、町民から選ばれた代表によって構成される合議機関であり、町

の意思決定機関として、二元代表制の下、執行機関を監視・評価し、町民



- 2 - 

の意思を町政に反映させる責務を担っている。 

南越前町議会は、議会の責務を果たすにあたり、町民の信頼に応える開

かれた議会運営を進めるとともに、町民との不断の対話を重ねながら政策

形成能力の向上に努め、併せて、町長その他の執行機関と緊張ある関係を

保ちつつも、協働して町政の健全な発展に寄与することを目指す。  

ここに、南越前町議会が果たすべき役割と責任、そして議会運営の基本

原則を明らかにし、町民とともに歩む議会を実現するため、この条例を制

定する。 

第1章 総則  

(目的) 

第1条  この条例は、南越前町議会(以下「議会」という。)及び南越前町

議会議員(以下「議員」という。)に関する基本的事項を定めるこ

とにより、議会の役割を明確にするとともに、議会及び議員の機

能を強化し、南越前町民(以下「町民」という。)の負託に応え、

住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。  

第2章 議会と議員の活動原則  

第2条 議会は、町民を代表する議事機関として、次に掲げる原則に従い

活動するものとする。 

(1) 町民の多様な意思を把握し、合議による議決を行うこと。  

(2) 議決結果の責任を認識し、町民に説明責任を果たすこと。  

(3) 公平性及び透明性を確保し、町民に信頼される開かれた議会運営

を目指すこと。  

(4) 適正な町政運営が行われているか、監視及び評価をすること。  

(5) 町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映できるよう努める

こと。 

(6) 町民の関心と傍聴意欲が高まるよう、分かりやすい視点及び方法

等で議会運営を行うよう努めること。 

第3条 議員は、町民から直接選挙で選ばれた代表として、次に掲げる原

則に従い行動するものとする。  

(1) 議会が言論の府であり、合議制の機関であることを自覚し、議員

間の自由闊達な討議によって議論を尽くして、議会としての合意形成

に努めること。  
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(2) 常に自己研鑽や資質向上に努めるとともに、町政の課題や町民の

意見等を政策形成に反映できるよう調査及び研究活動を行うこと。  

(3) 議会の構成員として、町民全体の福祉の増進を目指して活動する

こと。 

(4) 自らの議会活動について、町民に対する説明責任を果たすこと。  

第4条 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚し、町

民の代表として良心と責任感を持って議員の品位を保持し、識見を養う

よう努めなければならない。  

第3章 町民と議会の関係  

第5条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底し、説明責任を十分

に果たすとともに、町民の意見を議会運営に反映させるものとする。  

2 議会は、本会議を原則公開とし、透明性を確保するものとする。  

3 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置付け、その審査に

おいては提案者の意見を聴く機会を設けるものとする。 

4 議会は、町民の意見を議会運営に反映させるため、定期的に議会報告

の機会を設けるとともに、有効かつ多様な手段を講じて町民の意見を聴

取するよう努めるものとする。  

第4章 町長等と議会の関係  

第6条 議会と、町長その他執行機関 (以下「町長等」という。)とは、次

に掲げるところにより緊張関係の保持に努めなければならない。  

(1) 本会議等における質疑及び質問 (以下「質疑等」という。)は、論

点及び争点を明確にし、一問一答方式または一括質問一括回答方式で

行うこと。  

(2) 議長から本会議等への出席を要請された町長等は、議員の質疑等

に対して、論点及び争点を明確にするため、議長又は委員長の許可を

得て反問することができる。  

第7条 議会は、町長等が提案する計画、政策、施策、事業等 (以下「政策

等」という。)について、必要と認めるときは、次に掲げる政策等の決

定過程を説明するよう求めるものとする。  

(1) 必要とする背景 

(2) 提案に至るまでの経緯  

(3) 関係ある法令及び条例等  

(4) 町民参画の実施の有無及び内容  
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(5) 各種計画等との整合性  

(6) 財源措置及び将来にわたるコスト計算  

(7) その他必要とする情報  

第8条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて

分かりやすい施策別又は事業別の説明及び資料の提出を町長等に求める

ものとする。  

(計画等の議決) 

第9条 議会は、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第96条第2項の議決事件

について、町行政の各分野における基本的な計画並びに提携及び協定の

締結等に参画する観点から必要があると認めるときは、議決事件の拡大

に努めるものとする。 

2 前項の議決事件については、別に条例で定める。  

第5章 議会運営  

第10条 議会は、本会議及び委員会における議案の審議及び審査におい

て、必要と認める議案の議決に当たっては、議員相互の自由な討議(以

下「議員間討議」という。)により議論を尽くし、合意形成に努めなけ

ればならない。  

2 議会は、議員間討議により必要と認めるときは、議案に対する必要な

措置を講ずるものとする。  

第11条 議会は、社会経済情勢等により新たに生じる行政課題に、適切か

つ迅速に対応するため、調査研究活動を充実強化するものとする。  

第12条 議会は、町民の生命又は生活に直接影響を及ぼす災害等が発生し

た場合は、町民及び地域の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、議

会機能を的確に維持するよう努めるものとする。  

2 前項に規定する災害等が発生した場合における議会の対応について

は、議長が別に定めるものとする。  

第6章 議会改革の推進 

第13条 議会は、町民の意見又は社会情勢の変化に応じた、議会運営及び

議会機能の改革に継続的に取り組むものとする。  

第7章 議会の体制及び機能の強化  

第14条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研

修の充実強化に努めるものとする。  
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2 議会は、議員研修の充実強化のため、広く各分野の専門家及び町民等

との研修会を開催するよう努めるものとする。  

第15条 議会は、多様な広報手段を活用し、町民に審議内容等を伝えるよ

う努めるものとする。 

第16条 議会は、必要と認めるときは、町長等の監視機能と議会の政策立

案機能を強化するため、学識経験者等の専門的知見を活用するよう努め

るものとする。  

第17条 議会は、議事機関としての機能の充実を図るため、必要な予算の

確保に努めるものとする。  

第18条 議長は、事務局長、書記その他の職員の任命に際しては、事前に

町長と協議し任命するものとする。  

第19条 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調

査及び法務機能の充実強化に努めるものとする。  

第8章 議員の定数及び報酬  

第20条 議員の定数は、南越前町議会議員定数条例 (平成17年南越前町条

例第205号)の定めるところによる。  

2 議員定数の改定に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の

現状と将来展望を十分に考慮するとともに、町民の意見等総合的な観点

から決定しなければならない。  

第21条 議員報酬は、南越前町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例(平成17年南越前町条例第35号)の定めるところによる。  

2 議員報酬の改定に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の

現状と将来展望を十分に考慮するとともに、町民の意見等総合的な観点

から決定しなければならない。  

第9章 最高規範性と見直し手続  

第22条 この条例は、議会における最高の規範であって、議会は、この条

例の趣旨に反する議会の条例及び規則を制定し、又は改廃してはならな

い。 

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、選挙を経た任期開

始後速やかに、この条例の研修を行わなければならない。 

第23条 議会は、常に町民の意見及び社会情勢の変化等を勘案し、この条

例の目的が達成されているか評価及び検討を行い、必要と認めた場合

は、条例の改正その他適切な措置を講ずるものとする。 
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3 議会は、この条例を改正するに当たっては、議員全員が賛同する場合

であっても、本会議において改正の理由及び背景を詳しく説明しなけれ

ばならない。  

 

 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


